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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
七
号

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
に
係
る
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
指
針

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

経
営
の
責
任
者
の
責
務
等
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
三
章

安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
方
針
の
策
定
等
（
第
五
条
―
第
七
条
）

第
四
章

輸
送
の
安
全
に
関
す
る
業
務
の
実
施
及
び
管
理
（
第
八
条
―
第
十
五
条
）

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
指
針
は
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
お
い
て
輸
送

の
安
全
の
確
保
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
内
部
に
浸
透
さ
せ
、
か
つ
、
組
織
が
一
体
と
な
っ
て
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
関
す
る
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
目
標
の
設
定
並
び
に
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
計
画
の
作
成
、
実
行
、
評
価
及
び
改
善
と
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い
う
一
連
の
過
程
を
定
め
、
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
は
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
の

運
営
に
お
い
て
輸
送
の
安
全
の
確
保
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
当
該
事
業
の
経
営
の
責
任
者
か
ら
全
従
業
員
に
浸

透
さ
せ
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
計
画
の
作
成
、
実
行
、
評
価
及
び
改
善
の
一
連
の
過
程
を
定
め
、
こ
れ
を
継
続
的
に
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
全
体
の
輸
送
の
安
全
の
確
保
及
び
そ
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
仕
組
み
を
い
う
。

２

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
「
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
」
と
は
、
事
業
者
が
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
適
切
な
実
施

そ
の
他
の
輸
送
の
安
全
の
確
保
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
二
章

経
営
の
責
任
者
の
責
務
等

（
経
営
の
責
任
者
の
責
務
）

第
三
条

事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
経
営
の
責
任
者
の
責
務
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

輸
送
の
安
全
に
関
す
る
最
終
的
な
責
任
を
有
す
る
こ
と
。

二

輸
送
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
予
算
の
確
保
、
体
制
の
構
築
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

三

輸
送
の
安
全
の
確
保
の
た
め
の
業
務
の
実
施
及
び
管
理
の
状
況
が
適
切
か
否
か
を
絶
え
ず
確
認
し
、
必
要
な
改
善
を
行

う
こ
と
。
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（
社
内
組
織
）

第
四
条

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
従
業
員
の
配
置
、
指
揮
命
令
系
統
そ
の
他
の
輸
送
の
安
全
に
関
す
る

責
任
あ
る
組
織
体
制
を
構
築
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
方
針
の
策
定
等

（
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
）

第
五
条

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
策
定
し
、
そ
れ
を
全
従
業
員
に
周
知
す
る
も
の
と
す

る
。

２

安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
は
、
次
の
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一

経
営
の
責
任
者
が
、
輸
送
の
安
全
の
確
保
が
事
業
経
営
の
根
幹
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
、
事
業
に
お
い
て
、
輸
送

の
安
全
の
確
保
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
全
従
業
員
に
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
、
内
部
に
お
い
て
輸
送
の
安
全

の
確
保
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
。

二

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
確
実
に
実
施
し
、
全
従
業
員
が
一
体
と
な
っ
て
輸
送
の
安
全
の
確
保
を
図
る
と
と

も
に
、
絶
え
ず
輸
送
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

三

事
業
者
は
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と
。

３

事
業
者
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
見
直
す
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
目
標
）
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第
六
条

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
き
、
事
故
件
数
そ
の
他
の
具
体
的
な
指
標
を
用

い
て
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
目
標
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
事
業
者
全
体
の
目
標
に
加
え
、
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
お
け
る
目
標

を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し
た
目
標
を
達
成
し
た
場
合
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
輸
送
の

安
全
に
関
す
る
目
標
を
見
直
す
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
計
画
）

第
七
条

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
き
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す
る

た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
踏
ま
え
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
者
に
お
け
る
人
材
、
自
動
車
、
施
設
等
の
現
状

二

過
去
の
自
動
車
事
故
の
発
生
状
況

三

運
転
者
の
意
見

２

事
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
過
去
の
計
画
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
同
項
の
計
画
を

見
直
す
も
の
と
す
る
。

第
四
章

輸
送
の
安
全
に
関
す
る
業
務
の
実
施
及
び
管
理

（
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
適
確
な
実
施
）
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第
八
条

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
適
確
に
実
施
し
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
計
画
の
作
成
、
実
行
、
評
価
及
び
改

善
の
一
連
の
過
程
を
円
滑
に
進
め
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
当
該
事
業
者
と
相
互
に
密
接
に
関
連
す
る
他
の
事
業
者
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
事
業
者
と
緊
密
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送
の
安
全
性
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
費
用
支
出
）

第
九
条

事
業
者
は
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
費
用
支
出
を
積
極
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
情
報
の
伝
達
及
び
共
有
）

第
十
条

事
業
者
は
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
経
営
の
責
任
者
と
従
業
員
に
よ
る
意
見
交
換
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
、
そ
の
内
容
が
事
業
者
全
体
に
伝
達
さ
れ
、
か
つ
、
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
経
営
の
責
任
者
に
直
接
報
告
可
能
な
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
又
は
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
情
報
を
報
告
し
た

者
に
つ
い
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
等
の
環
境
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
、
従
業
員
が
、
輸
送
の
安
全
を
阻
害
す
る
事
態

を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
関
係
者
に
お
い
て
そ
の
情
報
が
共
有
さ
れ
る
と
と
も
に
適
切
な
対
処
策
を
講
じ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
故
、
災
害
等
に
関
す
る
報
告
連
絡
体
制
）

第
十
一
条

事
業
者
は
、
事
故
、
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
報
告
連
絡
体
制
を
整
え
、
発
生
日
時
、
天
候
、
発
生
場

所
、
事
故
当
時
の
状
況
、
事
故
の
原
因
そ
の
他
の
事
故
、
災
害
等
に
関
す
る
報
告
が
、
速
や
か
に
、
事
業
者
全
体
に
伝
達
さ
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れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
研
修
等
）

第
十
二
条

事
業
者
は
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
人
材
育

成
の
た
め
の
研
修
等
を
着
実
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
）

第
十
三
条

事
業
者
は
、
少
な
く
と
も
一
年
に
一
回
以
上
、
適
切
な
時
期
を
定
め
て
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
重
大
な
事
故
、
災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
又
は
同
種
の
事
故
、
災
害
等
が
繰
り
返
し
発
生
し
た
場

合
そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
業
務
の
改
善
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
、
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
っ
た
場
合
又
は
輸
送
の
安
全
の

た
め
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
業
務
の
改
善
の
た
め
に
必
要
な
方
策
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
を

踏
ま
え
、
是
正
措
置
又
は
予
防
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
悪
質
な
法
令
違
反
等
に
よ
り
重
大
な
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る

チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
現
在
よ
り
も
高
度
な
輸
送
の
安
全
の
た
め
の

措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
情
報
の
管
理
）
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第
十
五
条

事
業
者
は
、
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
策
定
等
に
当
た
っ
て
の
会
議
の
議
事
そ
の
他
の
情

報
の
記
録
及
び
保
存
の
方
法
を
定
め
、
そ
れ
に
の
っ
と
り
、
当
該
情
報
を
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。


